
これだけは
知っておきたい

力供給のPOINT 選択される
理由はココ

力供給の仕組み 電気供給で
地域貢献

うになります

ます

です

の小売を担当しますが、
はこれまでと同じ送配電事業者です。

えで電気の品質が変わったり、
とは絶対にありません。

電気代 料金へのこだわり

切替簡単電力供給までの流れ ※現在の電力会社への

簡単切替
書類のご記入だけで
切替が完了します

切替０円
契約や手続きに
費用はかかりません

❸
電気料金

搬
力会社） 送配電線

需要家（お客さま）

15kWh超過120kWhまで

120kWh超過300kWhまで

第1段階

第2段階

第3段階

電力量料金

最低料金（最初の15kWhまで）

区　　　　　分 単位

1契約

1kWh

料金単価
（円，税込）

おりづるプランA

300kWh超過分

電力

※実際の請求額には関西電力にて毎月単価が変動する燃料費調整額および経済産業省資源エネルギー庁にて発

御

8%
削減

夏季

その他季
電力量料金

基本料金

区　　　　　分 単位

1kVA

1kWh

料金単価
（円，税込）

おりづるプラン動力

初回事務手数料

電気料金とご使用量のお知らせ（WEB）

電気料金とご使用量のお知らせ（郵送）

円（税込）

無料
円（税込）

【事務手数料】

※郵送での発行手数料は、毎月電気料金に合算して請求いたします。

【解約・
●お客さ
までにお
での開示
●解約し
は残余期

【教えていただきたいもの】
①お名前 ②電話番号 ③ご住所 ④メールアドレス
⑤現在の電力会社お客さま番号
⑥供給地点特定番号（22桁）

※申込書類を一式をお送り致します。

Web・メール・電話よりお申込

STE P❶

【お客様番号】及び【供給地点特定番号】

重要事項説明書をご確認後、電気
ご記入・ご捺印の上、下記の資料を

申込用紙記入・送付

≪ご送付いただきたい資
①電気需給契約申込書(記入・押印済
②本人確認書類(免許証・保険証等
③電気ご使用量のお知らせ(検針票

≪送付先住所≫
〒730-0016
広島県広島市中区幟町10-11 サ
レックスイノベーション株式会社 エネルギー

STE P❷

重要事項説明書　     　　電気需給契約申込書

Housing

お支払方法 □ 口座振替（自動引き落と

ご請求先 □ 上記「ご契約者情報」と

ご
請
求
先
情
報

フリガナ

お名前

請求書
送付先
ご住所

〒 －

都道
府県

マンション・アパ
（部屋番号までご

Email

フリガナ

ご契約者名

ご使用場所

〒 －

都道
府県

マンション・ア
（部屋番号まで

Email

お客様番号
※１

供給地点特定番号
※２

お申込日

※１ 「お客様番号」は新電力会社の「電気ご使用量の
※２ 「供給地点特定番号」は現在の電力会社の

プラン選択

（いずれか１つを

□ (

□ (

□ (

□ (

プラン内容の登録

電気料金とご使用量の
お知らせの通知方法

□ 無料（郵送を
□ 有料（郵送を

オススメ

・重要事項説明書及び電気需給約款の内
・重要事項説明書に記載されている「個
・託送供給等約款におけるお客さまに関
・電気の供給の実施に必要なお客さまの
・暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・

上記内容に相違がない場合は、ご

本申込書のご提出の際は、下記の書類等を

ご確認とご署名

おりづる電気

本人確認書類のコピー（免許証また

お支払情報のご登

ご契約者様情報の

（当社使用欄）
支店番号 通し番号日付番号

重 要 事 項 説 明 書

本書面は電気事業法第２条の１３の規定に基づき、電気需給契約の締結にあ
たり重要な事項を記載したものです。同法にて定められている契約締結前後
の書面交付については、本書面および当社ホームページへの電気需給約款の
掲載にて提供いたします。十分ご理解いただきますようお願いいたします。

お申込み前に必ずお読みください。

◆料金について
●電気料金は、基本料金(おりづるプランAの場合は最低料金）、電力量
料金、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といた
します。
●契約種別ごとの基本料金および電力量料金の単価は以下のとおりです。

おりづるプランA

おりづるプランB

おりづるプラン動力

※実際の請求額には中国電力にて毎月単価が変動する燃料費調整額およ
び経済産業省資源エネルギー庁にて発表される毎年単価が変更となる再
生可能エネルギー発電促進賦課金が含まれます。

【事務手数料】

※郵送での発行手数料は、毎月の電気料金に合算して請求いたします。

◆供給開始時期
●電気需給契約締結後、お客さまが現在契約されている小売電気事業
者との解約や一般送配電事業者との託送供給契約の締結等、当社によ
る必要な手続きが完了した後に供給開始日が確定し、その供給開始日
をもって当社の電気の供給が開始いたします。
●一般送配電事業者の工事進捗状況等により、お申込みの際にご記入
いただいた供給開始予定日のご希望には添えないことがございますの
であらかじめご了承ください。

H01-201910

●供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルト
または200ボルト、もしくは交流単相 3線式標準電圧100ボルトおよび
200ボルトとします。周波数は、標準周波数60ヘルツとします。

◆お申込みについて
●おりづる電気の電気需給契約にお申込みされる場合は、当社ホーム
ページまたは所定のお申込み用紙に必要事項をご記入しお申込みくだ
さい。郵送でのお申込みの場合は、レックスイノベーション株式会社
(〒730-0016広島市中区幟町10-11-201）宛にご郵送ください。
●以下のすべての条件に該当するお客さまが電気需給契約の対象者と
なります。
①契約電力50kW未満の低圧契約であること
②中国電力の供給エリア内で既に電気供給を受けていること
③おりづる電気電気需給約款に承諾いただけること
●お申込みの際に、お客さまが契約されている小売電気事業者への解
約手続は、当社にて代行いたします。旧小売電気事業者が解約を承諾
することにより、当社との契約手続を進めることが可能となります。

◆電気料金の算定
●電気料金の算定期間は原則として前月の検針日から当月の検針日の前
日までの期間とします。
●契約開始月の算定期間は、供給開始日から直後の検針日前日とします。
●契約解約月の算定期間は、直前の検針日から供給解約日前日とします。
●一般送配電事業者からの検針値の通知が遅延する等により料金請求に
遅れが生じる可能性がある場合、算定期間が変更となることがございま
すのであらかじめご了承ください。
●使用電力量は、一般送配電事業者が設置する計量器により計量します。
●計量器の故障等により月間の使用量を把握できなかった場合、計量が
できなかった期間については、過去使用電力量平均値をもとに算定い
たします。

◆料金の支払い方法・支払期日
●電気料金については毎月、工事費等についてはそのつど、当社の指定
する金融機関等を通じて支払っていいただきます。
●お支払い方法は、ご契約者さま名義の口座振替またはクレジットカー
ドに限らせていただきます。
●お支払い期日は当社がお客さまに別途通知する日といたします。当該
支払期日が休祝日の場合にはその直後の営業日を支払期日といたします。
●毎月の電気料金と使用量は当社インターネット上のマイページでご確
認いただけます。
●請求書の郵送をご希望のお客さまは「請求書発行手数料220円（税
込）」が別途必要となります。
●一般送配電事業者からの検針値の通知が遅延する等により料金請求に
遅れが生じる可能性がある場合、当該月の料金の一部または全部を、翌
月の料金請求時に合算してご請求させていただくことがございますので
あらかじめご了承ください。
●契約者が料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わ
ない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年
14.6％の割合を乗じて算定した延滞利息および延滞通知手数料（330円
(税込)）を電気料金とあわせて請求させていただきます。
●販売代理事業者と通じて、お申込みをしていただいたお客さまは、当
社が電気料金その他の債務に係る債権を販売代理店事業者に譲渡するこ
とをあらかじめ承諾していただきます。

◆契約期間および契約更新
●契約期間は、原則として1年（供給開始日から起算）といたします。
また契約期間満了後は原則1年ごとに同一条件にて電気需給契約を
自動更新するものといたします。
●最低利用期間は通常供給開始日から1年とし、最低利用期間内での
変更または解約に対し、解約金が発生します。

◆供給電圧および周波数

区分 単位 料金単価

基本料金 1kVA 407.00

電力量料金

最初の120kWhまで 第1段階

1kWh

18.10

120kWh超過300kWhまで 第2段階 24.19

300kWh超過分 第3段階 24.50

区分 単位 料金単価

最低料金（最初の15kWhまで） 1契約 337.37

電力量料金

15kWh超過120kWhまで 第1段階

1kWh

20.79

120kWh超過200kWhまで 第2段階 27.47

200kWh超過300kWhまで 第3段階 26.37

300kWh超過分 第4段階 27.22

（円，税込）

（円，税込）

区分 単位 料金単価

基本料金 1kW 1055.45

電力量料金
夏季

1kWh
15.04

その他季 13.75

（円，税込）

初回事務手数料 3,300円 (税込)

電気料金とご使用量のお知らせ（WEB） 無料

電気料金とご使用量のお知らせ（郵送） 220円 (税込)

従量電灯Ａ相当

低圧電力相当

3,300

220

341.02

1201.75

20.32

25.80

26.95

15.95

14.50

供給地点番号

お客様番号

おり

電気代 料金へのこだわり 家庭も店舗も大きくおトク

切替簡単電力供給までの流れ ※現在の電力会社への解約手続きは必要ありません。

最初の120kWhまで

30アンペア

40アンペア

50アンペア

60アンペア

120kWh超過300kWhまで

第1段階

第2段階

第3段階

電力量料金

最低料金

区　　　　　分 単位

1契約

1契約

1kWh

料金単価
（円，税込）

おりづるプランＢ

最初の120kWhまで

120kWh超過300kWhまで

300kWh超過分

第1段階

第2段階

第3段階

電力量料金

基本料金

区　　　　　分 単位

1kVA

1kWh

料金単価
（円，税込）

おりづるプランＣ

※実際の請求額には東北電力にて毎月単価が変動する燃料費調整額および
経済産業省資源エネルギー庁にて発表される毎年単価が変更となる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再生可能エネルギー発電促進賦課金が含まれます。

高圧・特高電力

御社の電気料金を大幅削減するチャンスです！

高圧電力  相当・特別高圧相当

削減額シミュレーションは
弊社スタッフへお問合せ下さい。

御社の電気料金を

最大15%減削

6%
削減

6%
削減

初回事務手数料

電気料金とご使用量のお知らせ（WEB）

電気料金とご使用量のお知らせ（郵送）

円（税込）

無料
円（税込）

【事務手数料】

※郵送での発行手数料は、毎月電気料金に合算して請求いたします。 解約金 円（税込）

【解約・変更手続およびそれに係る料金】
●お客さまが解約・変更を希望される場合は、当社ホームペジまたは電話から15日前
までにお知らせください。変更内容については、 書面、電子メール、インターネット上
での開示等当社が適当と判断する方法によりお知らせいたします。 
●解約した日が、最低利用期間に満たない場合は解約金が発生ます。 なお、下記解約金
は残余期間に関わらず一律の料金といたします。

【教えていただきたいもの】
①お名前 ②電話番号 ③ご住所 ④メールアドレス
⑤現在の電力会社お客さま番号
⑥供給地点特定番号（22桁）

※申込書類を一式をお送り致します。

Web・メール・電話よりお申込 スマートメーター設置

供給開始

STE P❶ STE P❸

STE P❹

東北電力がスマートメーター
設置（費用無料）

3

お客様と東北電力にて
工事日の決定

2

東北電力からスマートメーター
設置工事日の通知

1

【お客様番号】及び【供給地点特定番号】

重要事項説明書をご確認後、電気需給契約申込書に
ご記入・ご捺印の上、下記の資料をご郵送ください。

申込用紙記入・送付

≪ご送付いただきたい資料≫
①電気需給契約申込書(記入・押印済みのもの)
②本人確認書類(免許証・保険証等)のコピー
③電気ご使用量のお知らせ(検針票)のコピー

≪送付先住所≫
〒730-0016
広島県広島市中区幟町10-11 サンライト幟201
レックスイノベーション株式会社 エネルギー事業部

STE P❷

重要事項説明書　     　　電気需給契約申込書

《申込書ご送付先》
〒730-0016 広島市中区幟町10-11-201
レックスイノベーション株式会社

エネルギー事業部 行

お支払方法 □ 口座振替（自動引き落とし） □ クレジットカード

ご請求先 □ 上記「ご契約者情報」と同じ □ その他（下記の「ご請求先情報」も必ずご記入ください）

ご
請
求
先
情
報

フリガナ お電話番号（固定・携帯）

お名前 － －

請求書
送付先
ご住所

〒 －

都道
府県 市 区郡

マンション・アパート・ビル名
（部屋番号までご記入ください）

Email @

フリガナ お電話番号（固定・携帯） 日中連絡のとれる番号をご記入ください

ご契約者名 － －

ご使用場所

〒 －

都道
府県 市 区郡

マンション・アパート・ビル名
（部屋番号までご記入ください）

Email @

お客様番号
※１

供給地点特定番号
※２

年 月 日お 申 込 日

※１ 「お客様番号」は新電力会社の「電気ご使用量のお知らせ」（検針票）等によりご確認ください。
※２ 「供給地点特定番号」は現在の電力会社の2016年1月以降の「電気ご使用量のお知らせ」等によりご確認いただくか、現在の電力会社にお問合せください。

プラン選択

ベースプラン選択
（いずれか１つをお選びください）

契約容量
(選択プランのみ記載ください) 備考

□ ( )プランA（従量電灯A相当）

□ ( )プランB（従量電灯B相当） ( )kVA・Ａ

□ ( )プランC（従量電灯C相当） ( )kVA・Ａ

□ ( )プラン動力（低圧電力相当） ( )ｋｗ・Ａ

プラン内容の登録

電気料金とご使用量の
お知らせの通知方法

□ 無料（郵送を希望しない。）WEBのマイページにてご確認いただけます。
□ 有料（郵送を希望する。）発行手数料として1通あたり2２0円（税抜き）をご負担いただきます。

オススメ

電 気 需 給 契 約 申 込 書
年 月 日供 給 開 始

希 望 日

・重要事項説明書及び電気需給約款の内容を承諾します。
・重要事項説明書に記載されている「個人情報の取扱いについて」を読み、その内容を承諾します。
・託送供給等約款におけるお客さまに関する規定を遵守します。
・電気の供給の実施に必要なお客さまの情報を、一般送配電事業者が当社に提供することを承諾します。
・暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力に現在及び将来にわたって該当しません。

上記内容に相違がない場合は、ご署名ください。 （ ご署名 ）

本申込書のご提出の際は、下記の書類等を同封の上、ご提出ください。

弊社控え

ご確認とご署名

おりづる電気

本人確認書類のコピー（免許証または保険証等） 「電気ご使用量のお知らせ」（検針票）のコピー
※プラン「低圧電力」をお申込みの方は12か月分

お支払情報のご登録

ご契約者様情報のご登録

s
a

担当者名

連絡先 （ ）

（当社使用欄）
支店番号 設備番号通し番号日付番号

重 要 事 項 説 明 書

本書面は電気事業法第２条の１３の規定に基づき、電気需給契約の締結にあ
たり重要な事項を記載したものです。同法にて定められている契約締結前後
の書面交付については、本書面および当社ホームページへの電気需給約款の
掲載にて提供いたします。十分ご理解いただきますようお願いいたします。

お申込み前に必ずお読みください。

◆料金について
●電気料金は、基本料金(おりづるプランAの場合は最低料金）、電力量
料金、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といた
します。
●契約種別ごとの基本料金および電力量料金の単価は以下のとおりです。

おりづるプランA

おりづるプランB

おりづるプラン動力

※実際の請求額には中国電力にて毎月単価が変動する燃料費調整額およ
び経済産業省資源エネルギー庁にて発表される毎年単価が変更となる再
生可能エネルギー発電促進賦課金が含まれます。

【事務手数料】

※郵送での発行手数料は、毎月の電気料金に合算して請求いたします。

◆供給開始時期
●電気需給契約締結後、お客さまが現在契約されている小売電気事業
者との解約や一般送配電事業者との託送供給契約の締結等、当社によ
る必要な手続きが完了した後に供給開始日が確定し、その供給開始日
をもって当社の電気の供給が開始いたします。
●一般送配電事業者の工事進捗状況等により、お申込みの際にご記入
いただいた供給開始予定日のご希望には添えないことがございますの
であらかじめご了承ください。
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●供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルト
または200ボルト、もしくは交流単相 3線式標準電圧100ボルトおよび
200ボルトとします。周波数は、標準周波数60ヘルツとします。

◆お申込みについて
●おりづる電気の電気需給契約にお申込みされる場合は、当社ホーム
ページまたは所定のお申込み用紙に必要事項をご記入しお申込みくだ
さい。郵送でのお申込みの場合は、レックスイノベーション株式会社
(〒730-0016広島市中区幟町10-11-201）宛にご郵送ください。
●以下のすべての条件に該当するお客さまが電気需給契約の対象者と
なります。
①契約電力50kW未満の低圧契約であること
②中国電力の供給エリア内で既に電気供給を受けていること
③おりづる電気電気需給約款に承諾いただけること
●お申込みの際に、お客さまが契約されている小売電気事業者への解
約手続は、当社にて代行いたします。旧小売電気事業者が解約を承諾
することにより、当社との契約手続を進めることが可能となります。

◆電気料金の算定
●電気料金の算定期間は原則として前月の検針日から当月の検針日の前
日までの期間とします。
●契約開始月の算定期間は、供給開始日から直後の検針日前日とします。
●契約解約月の算定期間は、直前の検針日から供給解約日前日とします。
●一般送配電事業者からの検針値の通知が遅延する等により料金請求に
遅れが生じる可能性がある場合、算定期間が変更となることがございま
すのであらかじめご了承ください。
●使用電力量は、一般送配電事業者が設置する計量器により計量します。
●計量器の故障等により月間の使用量を把握できなかった場合、計量が
できなかった期間については、過去使用電力量平均値をもとに算定い
たします。

◆料金の支払い方法・支払期日
●電気料金については毎月、工事費等についてはそのつど、当社の指定
する金融機関等を通じて支払っていいただきます。
●お支払い方法は、ご契約者さま名義の口座振替またはクレジットカー
ドに限らせていただきます。
●お支払い期日は当社がお客さまに別途通知する日といたします。当該
支払期日が休祝日の場合にはその直後の営業日を支払期日といたします。
●毎月の電気料金と使用量は当社インターネット上のマイページでご確
認いただけます。
●請求書の郵送をご希望のお客さまは「請求書発行手数料220円（税
込）」が別途必要となります。
●一般送配電事業者からの検針値の通知が遅延する等により料金請求に
遅れが生じる可能性がある場合、当該月の料金の一部または全部を、翌
月の料金請求時に合算してご請求させていただくことがございますので
あらかじめご了承ください。
●契約者が料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わ
ない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年
14.6％の割合を乗じて算定した延滞利息および延滞通知手数料（330円
(税込)）を電気料金とあわせて請求させていただきます。
●販売代理事業者と通じて、お申込みをしていただいたお客さまは、当
社が電気料金その他の債務に係る債権を販売代理店事業者に譲渡するこ
とをあらかじめ承諾していただきます。

◆契約期間および契約更新
●契約期間は、原則として1年（供給開始日から起算）といたします。
また契約期間満了後は原則1年ごとに同一条件にて電気需給契約を
自動更新するものといたします。
●最低利用期間は通常供給開始日から1年とし、最低利用期間内での
変更または解約に対し、解約金が発生します。

◆供給電圧および周波数

区分 単位 料金単価

基本料金 1kVA 407.00

電力量料金

最初の120kWhまで 第1段階

1kWh

18.10

120kWh超過300kWhまで 第2段階 24.19

300kWh超過分 第3段階 24.50

区分 単位 料金単価

最低料金（最初の15kWhまで） 1契約 337.37

電力量料金

15kWh超過120kWhまで 第1段階

1kWh

20.79

120kWh超過200kWhまで 第2段階 27.47

200kWh超過300kWhまで 第3段階 26.37

300kWh超過分 第4段階 27.22

（円，税込）

（円，税込）

区分 単位 料金単価

基本料金 1kW 1055.45

電力量料金
夏季

1kWh
15.04

その他季 13.75

（円，税込）

初回事務手数料 3,300円 (税込)

電気料金とご使用量のお知らせ（WEB） 無料

電気料金とご使用量のお知らせ（郵送） 220円 (税込)

従量電灯Ｂ相当 従量電灯Ｃ相当

3,300

2,200
220

990.00

261.80

1320.00

1650.00

1980.00

330.00

18.58

25.33

27.52

おりづる電気　東北エリア版

300kWh超過分

最低料金

18.58

25.53

27.52

5%
削減

供給地点番号

お客様番号
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約
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